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はじめに 
 

 平成 15 年３月に閣議決定された現行の循環型社会形成推進基本計

画（以下「循環基本計画」という。）の策定から４年が経過した。

その間、循環型社会の形成を取り巻く環境にいくつかの変化があっ

た。 

 環境政策全体に関する大きな動きとしては、第３次環境基本計画

（平成 18 年４月７日閣議決定。別添１参照。）及び 21 世紀環境立

国戦略（平成19年６月１日閣議決定。別添２参照。）の策定があり、

今後の環境政策における基本的な考え方や方向性が示された。 

 循環型社会の形成の進捗状況を、過去３回の循環型社会形成推進

基本計画の進捗状況の点検結果（以下「点検結果」という。別添３

参照。）から見てみると、物質フロー指標に関しては３つの指標い

ずれにおいても着実な進展が見られているものの、より的確な実態

の把握、国民へのより一層の働きかけや循環型の地域づくりの推進、

物資の国際移動が拡大し国際的に廃棄物量や資源需要が増大する中

での国際的な視点からの取組の強化等が求められてきている。 

 また、来年７月にはG8北海道洞爺湖サミットが我が国で開催され
ることから、国際社会における３R の展開に関して、我が国が果た
すべき主導的な役割を示していくことも求められている。 

 これらの環境の変化等を踏まえ、現行の循環基本計画を拡充する

必要があるため、循環基本法第15条第３項及び第７項の規定に基づ

き、新たな循環基本計画の策定のための具体的な指針を策定する。
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第１ 循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針につ     

いて 
  

 新たな循環基本計画の策定に当たっては、循環基本法第16条第１

項の規定に基づき、第３次環境基本計画、特に同計画における「（重

点政策プログラム）第２節 物質循環の確保と循環型社会構築のた

めの取組」の内容を基本とすることとする。 

 このため、新循環基本計画においては、その枠組みと考え方とし

て、第３次環境基本計画において基本的な考え方として示された自

然の物質循環とその一部を構成する社会経済システムの物質循環の

両方を視野に入れ、適正な循環が確保されることが重要であるとい

った考え方を示すこととする。また、中長期的な目標として示され

た①資源消費の少ない、エネルギー効率の高い社会経済システムづ

くり、②「もったいない」の考え方に即した循環の取組の広がりと

関係主体のパートナーシップによる加速化、③ものづくりの各段階

での３Ｒの考え方の内部化、④廃棄物等の適正な循環的利用と処分

のためのシステムの高度化等の方向性については、新循環基本計画

においても基本とすることを示す。 

 その他、環境政策に関する大きな動きとして、21 世紀環境立国戦

略の策定がある。同戦略においては、国内外で取り組むべき環境政

策の方向及び持続可能な社会に向けた基本的な理念等が記述されて

おり、これを踏まえ、持続可能な社会を実現するための低炭素社会、

自然共生社会を目指す取組と統合的な展開を推進するための循環型

社会形成の取組に関する考え方について検討し、できる限り明確に

示すこととする。 

 さらに、過去３回の点検結果等も踏まえ、国民、地方公共団体、

NPO/NGO、事業者等各主体の役割分担をより一層わかりやすく具体的

に示していくといった姿勢を基本的な方針として明確に示すことと

する。
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第２ 循環型社会の形成に関し、講ずべき具体的な施策等について 
 

  第３次環境基本計画、21 世紀環境立国戦略及び過去３回の点検

結果等において明示的に示されている課題を踏まえ、特に以下につ

いて重点的に検討する。 
 

（１）低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の統合的な展開を進

めるための地球温暖化対策や自然界における適正な物質循環の

確保の促進等の他の環境分野における取組との連携を強化する

施策を検討し、できるだけ具体的に示す。 
 

（２）現行の循環基本計画の数値目標を総括し、望ましい循環型社

会の姿を定量的に明確にし、より詳細な実態把握等を行うための

指標等を検討する。その結果必要があれば、目標水準の再設定や

新たな補助指標の導入等を行う。 

   また、物質フローや廃棄物等に関するデータの迅速かつ的確な

把握、分析及び公表を一層推進することを示す。 
 

（３）地域的な循環型社会形成への視点として、バイオマス系循環

資源など地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、金属

系循環資源など地域での循環が困難なものについては循環の環

を広域化させていくといった考え方を基本として、循環資源の性

質等に応じた最適な循環のあり方について議論を深める。 

   また、コミュニティに根ざした循環型の地域づくりへの支援

のあり方や環境教育・環境学習、リデュース・リユースに関する

取組の強化等の３Rの国民運動の展開を一人一人のライフスタイ

ルの変革につなげていく施策について検討し、具体的に示す。 
 

（４）国際的な視点として、我が国の３Rに関する制度・技術・経験

を国際的に発信し、発展途上国に対する支援等我が国が果たす

べき主導的な役割や東アジア全体での適切な資源循環のための

施策等について具体的に示す。
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